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電子政府の現状とクラウド化への課題1)

渡漫真治2)

ABSTRACT 

The purpose ofthis paper is to analyze the present condition of Japanese digital government, arrange 

the problems, and prepare for clarぜying those problems by positive analysis. Specially, the present 
condition, problems, and the existing results of researches on th巴 information system investment 

evaluation, a legacy system, information system integration, and cloud computing in a digital 

government are arranged. 

KEYWORD: 電子政府、情報システム評価、レガシーシステム、情報システム統合、クラウド

化

1 章はじめに

日本は米国に次いで、官民合わせた IT (Information Technology) への支出の多い国である。日

本政府は住民サービスの向上、行政の効率化、 IT 産業の振興を目的に、積極的に電子政府へ

投資をしてきた。しかし、 2010年の国連による電子政府ランキングでは、日本は17位と低迷し

ている(韓国は 1 位、米国は 2 位) 3)。一方、早稲田大学・ APEC 電子政府・自治体研究所の

主要40カ国の電子政府ランキングでは日本は 6位に位置している(シンガポールが 1 位、米国

・英国が 2位、韓国は 7 位) 4)。

国連のランキングにおいて日本が下位にいるのは、評価ポイント中の電子政府自体のウェイ

トが早稲田大学のランキングよりも大きいためである。国連のランキングを大きく下げる原因

となった政府ウェブ指標が低い理由は、 ID カード申請、出生証明、許可書の更新、 24時間サ

ービス、省庁聞や市民との総合連携がウェブ、上から行えるようになっていなし、からである。こ

れらは韓国ではすべて実現している。

1) 本稿は、文部科学省の科学研究費補助金交付課題「情報のユビキタス化による組織構造の実証研究j
(課題番号 19330056 ・基盤研究 (B) ・研究代表者 鵜飼康東)と「地方公共団体の IT 化に関する経済
分析J (課題番号 22530233 ・基盤研究(C) ・研究代表者 渡遺真治)の研究成果の一部である。ここに記
して感謝し、たします。
2) 人聞社会学部、関西大学ソシオネットワーク戦略機構(RISS)研究員、 E-mai1: sぬhi同n吋lji@hs乱ω.々Oωsa水kafl向U困u.aωc仏吋.j
3勾j 政府ウヱブブ、サイトのプレゼゼ、ンスの程度を表す指標、人口あたりに換算した IT インフラ指標、識字率
と就学率に基づく人的指標に基づく。このうち、日本の順位を下げているのはウェブ指標とインフラ指
罪である。直接、電子政府を表しているのはウエブ、指標だけである。
指標の分類として、ネットワ}ク・インフラの充実度、各種アプリケーション・サービス、行財政改

革への貢献度、ホームページの利便性、行政 CIO の活躍度、電子政府の戦略・振興策、 IT による市民の
行政参加の充実度の 7 つを取り上げている。このうち、米国が 4 つの分野で、 1 位になっている。国連の
ランキングは国連加盟国への政治的配慮のために偏りがあると早稲田大学は指摘しているσ
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納税に関しては日本ではかTax が利用できるようになっているが、その利用率は2009年で

45.4%である。これは、 e-Tax による申請そのものの利便性が低いためである。ちなみに、韓

国の2007年の利用率は法人税96. 問、源泉税93.1話、総合所得税80. 7札付加価値税72. 3%で

ある 5) 。

このように、日本の電子政府の評価が低い理由は、住民への電子政府の貢献度(満足度)が

低いことが原因であると考えられる。住民が望むサ}ピスを簡単に安全に電子的に提供する仕

組みにはなっていない。電子申請を奨励する国の計画によって膨大な予算をかけてシステムを

構築したが、そのシステムの利便性が低いためにかえって効率性が低下する事態となっている。

有効なシステムを構築するためには設計の段階でしっかりと要求定義ができていなければな

らない。つまり、利害関係者(地方自治体の長、システム部、自治体内システム利用者、シス

テムを利用する住民)の合意形成がなされなければならない。また、システムの効果を出すた

めには、 Brynjolfsson (2002) らの一連の研究でも明らかになっているように、組織改革、業

務改革、教育を抜きにしては語ることはできない6)。

本論文の構成は以干の通りである。まず、 2章で日本の電子政府の歩みを整理する。その中

で、戦略や計画のキーワードを取り上げて、その問題点を整理する。続く 3章からは、電子政

府に関する情報システム投資評価、情報システム統合、システム共同化、クラウド化について

整理する。最後の4章でまとめと今後の実証分析への課題を示す。

2 章.日本の電子政府の歩み
表 1 は、政府の IT 戦略とその戦略に基づく計画をまとめたものである。行政の情報化は

1994年 12月の「行政情報化推進基本計画J によって始められた7) IT 戦略会議は、電子政府の

実現や 5 年以内に世界最先端の IT 国家となることを目指した IT 基本戦略を2000年11月に策定

した。この戦略に基づき、 IT 戦略本部がかJapan 戦略を承認し、毎年、 IT 基盤整備に係る重点

計画が策定されることになった。

続いて、 IT 利活用に重点を置いた e-Japan 戦略 11 が2003年 7 月に策定された。また、政府の

情報化に関して、「行政情報化推進基本計画j の後を継いで「電子政府構築計画j も策定され

た。この計画に基づいて、利便性の向上(各府省ホームページや「電子政府の総合窓口 (e四

Gov) J の整備・充実、ワンストップサービスの拡大、申請・届出等手続のオンライン化)、業

務改革(最適化計画の策定、共通システム利用や外部委託、レガシーシステム改革8)) 、共通

的な環境整備(情報化統括責任者(CIO)などの配置、情報化委員会等の充実・強化)が進めら

れた。

5) 所得税に関してはアメリカ約60%、イギリス約50%の利用率である。
6) 韓国では公務員は年間200時間以上教育訓練を受けないと人事上不利になる仕組みが導入されている。
7) 1 人 1 台ノf ソコンの配備、各府省 LAN や霞が関 WAN の整備、各府省ホームページの開設など。
8) レガシーシステムとは、年間のシステム運用経費が 10億円以上であって、長期にわたり (1994年以降)
随意契約が継続しているシステムか、又は汎用コンピュータや開発業者独自の os を搭載したコンピュ
ータを使用しているシステムを指す。
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そして、 2006年には IT 新改革戦略が策定された。この戦略は2010年まで、に協働型のlT社会

を実現することを目標としていた。「電子政府推進計画J では、電子政府の利用が進んでいな

いことや、 IT の活用が業務改革に十分結びついていないこと、その実施体制が不十分である

ことが課題としてあげられ、「世界一便利で効率的な電子行政」の実現を目指した。具体的に

は、電子申請の利用者視点に立った抜本的見直、システム運用経費の削減や業務処理時間の削

減等最適化、政府全体として最適化、情報システムの安全性・信頼性確保を目的とした。

で初めて、費用対効果等を踏まえた成果重視施策が取られるようになった。

1994年12月 「行政情報化推進基本計画J

2000年 7 月 情報通信技術戦略本部設置 IlT戦Ii俗会議」設置

2000年11月 IIT 基本戦略」

2001年 1 月 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 (IT 基本法)施行

高度情報通信ネットワーク社会推進戦Ii俗本部 (IT 戦略本部)

設置 Ie-Japan 戦略」

2001年 3 月 I e-Japan 重点計画J

2001年 6 月 「巴圃Japan2002 プログラムJ

2002年 6 月 I e-Japan 重点計画・2002J

2003年 7 月 I e-Japan 戦略 IIJ

2003年 7 月 「電子政府構築計画J

2003年 8 月 「かJapan 重点計画問2003J

2004年 2 月 I e-Japan 戦略 II 加速化パッケージJ

2004年 6 月 I e-Japan 重点計画圃2004J

2005年 2 月 IIT 政策ノf ッケージ嗣2005J

2006年 1 月 IIT 新改革戦略いつでも、どこでも、誰でも IT の思恵を

実感できる社会の実現」

2006年 7 月 「重点計画・2006J

2006年 8 月 「電子政府推進計画J

2007年 4 月 IIT 新改革戦略政策パッケージJ

2007年 7 月 「重点計画-2007J 

2008年 2 月 IIT による地域活性化等緊急プログラム」

2008年 6 月 IIT 政策ロードマップ」

2008年 8 月 「重点計画・2008J

2009年 4 月 「デジタノレ新時代に向けた新たな戦略三か年緊急プランJ

2009年 7 月 li-Japan 戦略 2015J

2010年 6 月 民主党・「新たな情報通信技術戦略J (新 IT 戦略)

表 1 電子政府の歩み (著者作成)
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2007年 4 月の rIT 新改革戦略政策パッケージ」では、ワンストップの電子行政サービス基

盤の標準モデ、ルを、 2010年度を目途に構築することを目指した。 2008年に策定された IT 政策

ロードマップではワンストップ電子行政の実現をあげている。また、自民党政権末期に ri・

Japan 戦略 2015J が策定された。

しかし、自民党の惨敗により民主党政権が発足したことにより、 2010年 6 月に「新たな情報

通信技術戦略J (新 IT 戦略)が策定された。これは新成長戦略に掲げた重点分野に IT を活用

するものである0・具体的には、利活用推進の法制化、特区制度などの法的対応の検討と、スマ

ートグリッド(IT による電力需給の調整)推進、 ITS(高度道路交通システム)継続、ホワイト

スペース(使われていない周波数)活用などがあげられている。このように、今までの成果を

反省して「国民本意の電子政府の実現」を掲げている。その中には現在の韓国で実現している

役所に行かなくても手続ができる仕組みを2020年までに導入することが唱われている。また、

その一環として2013年までに行政キオスク端末を50%の国民が利用可能にすることを目標とし

ているぺこれも、利用できる数だけを目標にしており、利用率自体を目標としていない。民

主党は自民党と比べて IT に造詣が深いものがほとんどいないため、原口大臣の更迭以降その

戦略の実効性が疑問視されている。

電子政府の歩みから、電子申請などのシステムを構築する数値目標ばかりが重視されてきた

ことがわかる。インフラの構築は重要であるが、その上で扱われる情報自体の利便性を上げる

工夫が十分なされていない。表2は、会計検査院が平成18年から 22年までに中央政府に対して

行った監査で指摘された情報システムに関する項目である。指摘されているシステムは、利用

されていない、つまり有効ではないシステムやコスト最適化されていない非効率なシステムで

あることがわかる。

例えば、 e-Tax による確定申告の場合、初期はソフトがウインドウズにしか対応していなか

った、 OS のパージョンが古いものしか対応していない、ソフトウェアのインストーノレが煩雑、

その説明書がわかりづらい、エラー対処方法が詳しく書かれていない、送信するファイルが複

数ある場合、いったん一つにまとめて送信する必要がある (2010年からは、自動的に一つのフ

ァイルにまとめられるようになった)、前年のファイルが読み込めない場合がある、など初心

者には大変使いづらいものであった。

このようにユーザ}の満足度を無視したオンライン化は利用率の増加につながらず、無駄で、

しかない。システムの継続性を重視するよりも、ユーザーの意見を聞き入れて、実用性の高い

システムに切り替える必要がある。政府のすべての申請を電子申請化する・という実態を無視し

たシステム導入は単なる箱もの行政と変わりがない。大学の研究者であれば、科学研究費の申

請において、表紙だけ電子申請、本文は印刷などという形式的な電子申請が長らく続いていた

ことは記憶に新しいであろう。

9) 韓国では既に2007年の時点でこの目標を達成している。住民票は自宅のパソコンから印刷することが
可能であるし、転居、不動産登記、自動車などはネットを介して手続が可能で役所に行く必要がない。
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報告
組織名 内容

年度

H22 環境省 電子入札・改札システム利用されず

産業技術総合研究所 電子申請システム利用者ゼロ

両速道路株式会社 高速道路入口の軸重計データ活用不十分

H21 防衛省 会計システムの内部統制不全

住宅金融支援機構 登記証明書発行を安価なオンラインに

日本郵政 ソフトウェア使用権購入方法の改善

H20 社会保険庁 データ入力仕様に無駄

農林水産省 トレーサピリティと連動システム未開発

信用保証協会 中小企業信用保険料(フ。ログラムミスと誤入力)

H19 衛生文化協会 電子カノレテシステムのソフトが未完成

社会保険庁 データ通信のソフトウェア使用料算定方法

農林水産省 農地情報管理システム導入後に情報更新されず

農林水産省 トレーサピリティシステムの運用停止など

農林水産省 トレーサピリティシステムと連動するシステム未開発

農林水産省 随意契約による水田農業構造改革システム開発の会計

処理

国土交通省 随意契約(港湾 EDI システムの料金情報収集)

経済産業省 原子力発電所の緊急時連絡網システムを不具合のまま

放置

H18 財務省 国税総合管理システムを納税指導に活用せず

厚生労働省 社会保険オンラインシステムの費用検証欠落

厚生労働省 補助事業費に 5 年先のシステム保守費を計上

海上保安庁 プログラム改修に必要ないコンサノレ業務を積算

海上保安庁 海上交通処理システムの不要な保守経費の積算

国土交通省 港湾 EDI システムの改善希望の未実施

表 2 決算検査報告で指摘されたシステム事例(著者作成)

一方、韓国では2003年までは、日本の電子政府の進展とさほど差がなく、業務の効率化が電

子政府の目標であった。慮泰愚大統領が就任し、「電子政府31大ロードマップ」を掲げてから

日本との電子政府の充実度に差が出始めた。形式的な量の進展を進める日本と、量よりも住民

サービスの質を重視して無理に電子化する範囲を拡大せず段階的に導入した韓国との姿勢の違

いが現れている。
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3 章.電子自治体に関する問題点と関連研究
この章では、電子自治体に関するキーワードを用いて、日本の既存研究を整理する \0)。

電子政府に関する日本の社会科学者による研究では、元摂南大学・島田教授を中心とする研

究グ、ノレーフ。と東京大学・須藤教授\\)を中心とするグループ。のものが重要で、ある。ここで、これ

らの研究グループを中心に電子自治体に関する主な研究成果を概観しておく。

情報システム評価

まず、日本における電子政府研究のI甫矢である島田グループの研究を紹介する。島田は、電

子政府に関するそれまでの研究成果を、島田(1999) として出版している。主な研究成果は、

電子政府を評価するために、地方自治体のインプット、アウトプット、アウトカム指標を選別

し、アンケート結果からこれらの関係を分析したことである \2) \3)。図 1 は、島田グループ。の

自治体情報化の調査項目である。内部、外部、セキュリティの観点から指標が選ばれている。

この中には内部利用者の満足度評価の視点は入っていない。また、島田(1999)は、因子分析に

よって、自治体と企業の情報システムを比較している。島田は、これ以降電子政府に関する調

査(~電子自治体進展度調査~)を継続的に行い、東川 (2008) は、その調査結果をもとに自治体

の行政サービスや情報セキュリティに関する成熟度モデルを提案している \4)。

吉田・島田 (2010) 、吉田・島田・有馬 (2010) は、 2008年までの電子自治体進展度調査の項

目を自治体関係者へのヒアリングをもとに改訂し、成熟度モデソレの構築を行っている。調査項

目にコアコンピタンス(独創的で模倣できない取組み)が追加され、行政サト→ピスには職員サー

ビスの目標(満足度)設定が導入されている。分析の結果、日本の地方自治体の多くは未成熟

であり、垂直的統合や水平統合のようなレベノレに到達している自治体は、藤沢市と市川市だけ

であることが判明した。

\0) 海外の研-究を包括的に分析した論文に、 Heek and Bailur(2007) 、 Yildiz(2007)がある。
\\)総務省「電子自治体のシステム構築のあり方に関する検討会」の座長である。
12) 行政に経営手法を取り入れる日本での研究は上山(1998)(1999)(2002) (2008)を中心に NPM(newpublic 

rnanagernent)の枠組みで行われている。本論文では電子政府に関する研究を中心に議論を行うため、行政
経営に関する詳細については説明を行わない。行政評価に関しては上山(2002)、行政経営については大
住(2010)が詳しし、。

13) 電子政府を効率化するために以下のような取りくみが必要である。
・汎用パッケージソフトウェアの利用
・オープンシステム化
・ハードウェアとソフトウェアのアンバンドソレ化(分離調達)
.随意契約から競争入札への移行
・データ通信サービス契約の見直し
・国庫債務負担行為の活用などの対応

\4) 成熟度モデ、ノレは、不在、準備(インフラの整備)、組織(組織体制の整備)、改革(業務改革によって IT
適用業務導入や共同利用)、評価(事後システム評価)、創出(価値の創造)の 6 段階からなる。
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図 1 島田グループ (2007) における自治体情報化の調査項目

また、吉田 (2008) は、地方自治体の予算原則(予算の事前議決、総計予算主義、会計年度独

立)のために、いったん予算確保がなされるとその範囲内で有効活用が行われるインセンティ

ブがないことが非効率を生む理由の一つだ、と指摘している。会計年度が独立しているため、導

入するシステムのライフサイクルが考慮、されていない。青田はシステムのライブサイクルを考

慮した効率的な情報システム構築へのマネジメントシステムを考案している。

一方、東京大学の須藤教授の共同研究者である後藤 (2006) は図 2 に示したような電子行政成

熟度評価モデ、ノレの試案を提示している。業務改革度と顧客中心度を組み合わせた各段階で、サ

ービス、業務、情報システム(IS)、ガパナンスの 4 つの項目の成熟度が示されている。

また、後藤 (2009) は日本の電子政府に関して計量モデ、ルによる分析を行った数少ない研究の

一つで、ある。「平成19年度地方公共団体における行政情報化の推進状況調査J (総務省)から主

成分分析によって電子政府の目標達成度を表す指標を作成している。この目標達成度を被説明

変数にし、「電子自治体の推進体制 J , r人材の育成等J , r情報システムの最適化及び IT 調達

の適正化のために講じている措置J に関する項目を説明変数にして回帰分析を試みている。ま

た、「平成19年版業務システムの導入及び運用に要する経費等の調査J (LASDEC) を用いて、

「一括契約の情報システムの割合J r汎用機処理の情報システムの割合J r単独開発・運用の情

報システムの割合J 及び「随意契約の情報システムの割合」を求めて、「平成19年度地方公共

団体における行政情報化の推進状況調査」の業績指標と偏相関分析をしている。分析の結果、

(1)専門部局の設置 (2) CIO 及び CIO 補佐官の組織内の権限と IT に関する専門能力 (3) 投

資対効果の事後評価に基づく政策改善 (4) 情報システムの共同開発・運用 (5) IT 化前に業務プ

ロセスや組織の見直しの重要性が判明している。後藤はアウトプットとアウトカムとの聞の相

関が低くなるため、アウトカムを中間アウトカムと最終アウトカムにわけで詳細に検討する必
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後藤 (2006) の電子行政成熟度評価モデル

また、自治体の情報システムを評価する方法として、バランスト・スコアカードを用いる自

治体が増えている。バランスト・スコアカードは、 1992年に Kaplan と Norton によって開発さ

れたビジョンを戦略によって実現するシステムである。バランスト・スコアカードは、(1)財

務の視点[過去、短期的]、 (2) 顧客の視点[現在、外部]、 (3) 内部の視点[現在、内部]、 (4) 学

習と成長の視点、[将来、長期的]からなる。自治体の場合には顧客の視点の代わりに住民満足の

視点が用いられる。一般的には、 (4) → (3) → (2) →(1)の因果関係となるが、自治体等の非営利

団体の場合は、 (3) と (4) が逆になる。 4 つの視点に対してそれぞれ 5 つの項目(戦略目標、重

要成功要因、業績評価指標、数値目標、戦略目標を達成するためのアクションプラン)がある。

例えば、住民満足度のような戦略目標の優先度の高いものに人や財源等の経営資源を配分する

ことができる。

図 3 は、四日市市のバランスト・スコアカードから作成した戦略目標聞の関係を示した戦略

マップである。図からもわかるように、住民満足度を最大にするためには、住民の視点、財務

の視点、内部の視点、学習と成長の視点と逆にたどって戦略目標が決められている。情報資本

は学習と成長の視点に位置している。

これらの研究の発展からもわかるように

図 2

システム評価の視点は要求された機能を満たすシ

15) Gotoh(2009)は、 e-Tax 利用者の満足度に影響を与える要因について計量分析している。
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ステムが構築されているかを判断するものから、最終的なアウトカム(満足度)を高めるような

システムを取り巻く環境が整備されているかを判断するものへと変わってきている。

市町村合併と情報システム統合

地方の財政難や少子高齢化、地方分権などを理由として、合併特例法の適用期限 (2005年)ま

でに、多くの自治体で合併が行われた。広範囲にわたる市町村合併には情報システムの活用が

不可欠である。そのため、合併が進められた2000年代には自治体情報化に関する調査が盛んに

行われた。しかし、今のところ、市町村の合併と情報システム統合を扱った研究は少ない

総~の鏡店議

財務の視点

内音ß の視点

学習I <!::成幾
の視点

"ft録:韓怠掌φ令儀委~;~I:t.>メう;

i域内情報インツうの
型車織と i活用方法(J)事食事寄

図 3 四日市市の戦略マップ出所:大串・松島 (2007)

久保・島田 (2005) はアンケート調査 (2004年、合併前19自治体、合併後 17 自治体、回答率38

%)とヒアリング調査(合併した 6 自治体、篠山市、周南市、宗像市、西東京市、さいたま市、

静岡市)を行い、市町村合併における統合フ。ロジェクトの実態、共通の問題点、成功要因につ

いて分析を行っている。システム統合の目的が、住民サービスの向上や地域の活性化ではなく、

確実な稼働が重視されており、戦略的にシステム統合を考えた自治体の割合が少ないことが判

明した。システム統合の形態は新規構築を望んでいても実際には片寄型が多いことが示され

た 16)。また、確実な稼働を重視し今までのベンダーを選定している。システム統合によって、

維持費が減少した、サービスの地域間格差の是正という意見が多いが、維持費が増加した、業

16) システム統合には、新規開発型、吸収型、系ごとの片寄型、アプリケ}ションごとの組合せ型(し、い
とこ取り型)、併存型がある。開発時間、開発コストは併存、片寄、組合せ、新規の順で必要な量が増え
る。ただし、運用コストはこの順番の逆にかかるようになっている。
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院が複雑化したという意見も多い。つまり、システム統合によって維持費用が削減できるとい

うメリットを享受できていない自治体も多いことがわかる。残念なことに、この論文ではそれ

ぞれの質問項目を単純集計したものが多く、維持費が増加したという自治体の属性による影響

が分析されていない。システム統合のメリットをデメリットよりも多く享受できるような仕組

みまで深く分析した研究は今のところ存在していない。

清水 (2007) は合併を行った山梨県・埼玉県 5 市(ふじみ野市、笛吹市、甲斐市、南アノレフ。ス

市、北杜市)のシステム部門の管理者に聞き取り調査を行っている。聞き取りの結果、(1)シ

ステム統合期間が短いためにカスタマイズしていない、 (2) 片寄や分割型を採用している、 (3)

コンサノレタントの調査の結果、従来からのベンダーを選定している、ことが判明した。概ね久

保・島田の研究結果と整合的である。ただし、清水 (2007) が聞き取り調査を行った自治体はシ

ステム統合に成功した自治体であり、システム統合が失敗した自治体との比較分析を行わない

と、有効なシステム統合の要因を分析することはできない。

システム共同化と自治体クラウド

地方自治体が部署ごとに導入したレガシーシステムは、自治体全体で最適化が図られていな

いためシステムによってはリソースの利用率が低い場合や事後的システム評価がなされていな

いなどの要因で非効率になっている。 1 円入札のように競争入札で安く導入できても、特定の

ハードとそれに特化したソフトウェアの組合せによってベンダーロックインが発生し、以後の

運用や業務変更などに伴う保守は随意契約となる傾向にある 17)。このように運用・保守で開発

費用を補填する仕組みがまかり通っていたω。そのため、 トータルで見たライフサイクノレコス

トが高まり非効率化している。

小規模な自治体では、情報システムに投入できる予算は限られているので、独自の要員を確

保できずにベンダーに完全に委託してしまう場合がある。そのため、小規模自治体の方が住民

人口あたりの行政情報化の費用が高くなる傾向にある。

小規模自治体で効率的な情報化を行うために、(1)共同アウトソーシング、 (2) EA (エンター

プライズ・アーキテクチャ)、 (3) データ標準化が重視されている。

共同アウトソーシングを行えば、自治体聞での割り勘効果が働き、住民人口あたりの行政情

報化の費用(開発・保守・運用)を下げることができる 19)。また、地域振興の観点からも、大

17) 津田 (2009)は民間企業と自治体を比較分析している。自治体の縦割りの非効率、多くの利害関係者の
影響、予算の厳密性などの問題を指摘している。自治体の情報システム調達における利害関係者のコー
ディネートのマネジメントであると主張している。
川久保・東川・島田(2008)は「地方公共団体における行政情報化の推進状況調査J (総務省)のデータを用
いてベンダーロックインの可能性を示している。
19) 須藤(2006)は電子申請システムや電子調達システムを構築し、基幹システムと連携させるためには共
同アウトソーシングが必要であると述べている。本来、法令によって市町村の業務内容が決まっている
ため、個々で情報システムを構築するのではなく共同システムにするべきである。韓国のように国レベ
ノレで共通システムを導入すれば効率性はさらに高まる。大阪府等では電子調達システムを自前で構築し
ているが、小規模自治体では難しい。大阪府の電子調達システムについては吉田(2007)が詳しい。
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手ベンダーではなく地元企業に業務委託をしやすくなる。 EA (エンタープライズ・アーキテク

チャ)は全体最適化の観点から導入されている 20)。また、共同化を行うためにはデータの標準

化が進まなければならない。企業のシステム統合がうまく行かない原因は、統合前にデ一夕の

標準化が十分に行われていなかつたためでで、ある 2叫lυ)

現在では、共同アウトソ}シングを一歩進めて、クラウド技術の導入の検討が盛んに行われ

るようになっている。クラウドとは、「ネットワークおよび仮想化技術を主な要素技術として、

抽象化された IT リソースをもとに、オンデマンドで IT サービスを提供する形態j を指す。ユ

}ザー数やデータ量の変化に柔軟に対応するために仮想化技術が使われている。クラウドには

不特定多数の利用者を対象としたパブ、リッククラウドと特定の利用者専用のプライベートクラ

ウドがある。提供するサービスによって、 SaaS(Software as. a Service) 、 PaaS(Platform as a 

Service) 、 laaS (Infrastructure as a Service)などに分類することができる。クラウドには、オンデ

マンド、サービス変更の柔軟性(新しい業務に必要なシステムはデータセンターでソフトを変

更するだけで一斉導入できる)、安価な従量課金制、組織内の情報セキュリティ対策負荷の軽

減、省エネなどのメリットがある。

次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチーム中間報告では、ワンストップサービ

スを提供するためには、 SOA (Service-Oriented Architecture) ベースの電子行政サーピス基盤

をクラウドで構築する必要があると述べている。クラウド技術を用いることによって、各部局

で管理されているデータを連携させようと考えている。

現布、総務省は、「自治体クラウド開発実証事業j を行っている。この事業は、都道府県単

位での情報システムの共同利用、業務の標準化(共通化)を進めて、データセンターに効率的に

情報システムを集約し、 LGWAN(総合行政ネットワーク)を介して地方自治体聞の共同利用や

相互連携、相互運用の実現を目指した開発実証を行うものである。現在、 6 道府県(北海道22) 、

京都府、佐賀県、大分県、宮崎県、徳島県) 66市町村が参加している。このうち、大分県、宮

崎県、徳島県は図 4 のように佐賀県のデータセンターを共同利用しているお)。自治体クラウド

は LGWAN 上のプライベートクラウドである。

20) 韓国では ITA(Information Techno1ogy Architecture)を開発し、情報投資の効果測定の精度を上げる取組
みをしている。

21) 民間ではみずほ銀行のシステム障害が記憶に新しい。詳細は日経コンビュータ (2011)を参照のこと。
22) 北海道では HARP 構想によって共同化が進められている。
23) 佐賀県、特に佐賀市の情報化は韓国をモデルとしている。詳しくは、木下 (2006) を参照のこと。
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図 4 自治体クラウド開発実証事業

出所:総務省 HP: 自治体クラウド、ポータノレサイト

クラウド化には以下のようなリスクがあると言われている。

1.仮想環境のセキュリティ(相乗り事業者の干渉、ホスト os の乗っ取り)のリスク 24)

2. 故障や障害によるサービス停止のリスク

3. クラウドプロパイダの特権の不正使用のリスク

4. デジタノレ証拠の保全がで、きないリスク

6. 海外へのデータ保管による押収によって事業継続ができなくなるリスク 25)

6. クラウドプロパイダの管理(契約の変更、統制状況の開示、コンブライアンスの準拠)が

できないリスク

7. インシデント(不正アクセス)発生時の責任と権限が不明確になる(ガパナンス喪失)リス

ク

8. クラウドプロパイダへのロックイン(データ互換性やデータ回収制限)のリスク

項目 6 に関しては、クラウドプロパイダがデータの保管・処理に関する規定や個人情報保護

法に準拠しているのか確認するために、情報セキュリティ監査に応じさせる必要がある。項目

8 に関しては、既存のシステムにおいてベンダーロックインが発生して非効率になっている点

を是正するためにクラウド共同化を行おうとしているのに、クラウドプロパイダから同じよう

にロックインされてしまうと、同様に長期的に効率性が失われる可能性があることを示してい

24) 2011年 11 月 9 日に富士通が地方自治体向けにクラウドで提供している電子申請システムのサーバーが
DDoS 攻撃を受け、福島、千葉、静岡、福岡などでサーピスが使えない障害が発生している。
25) セーノレブオースドットコムは日本にデータセンターを開設することによってこの問題を回避している。
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る。データの互換性やインターフェイスの標準化、データ移行ツールが整備されていないため、

クラウドから自前のシステムに戻すことが困難になる可能性がある。項目 1 、 5 を防ぐために

は国内のクラウドプロパイダによるプライベ}トクラウドを採用する必要がある。

これらのリスクを低減しクラウドの効果を高めるために、総務省の「政府情報システム刷新

のためのクラウド基盤の整備事業」では、(1)プライベートクラウドの採用 (2) API 

(Application Programming Interface)のオーフ。ンイヒ (3) コンブライアンスなどの監査を重視し

ている。

現在のところ、システム共同化と自治体クラウドに関する学術研究はほとんど存在していな

い。クラウド化におけるシステム評価の研究はまだ始まったばかりである。

4章.まとめと今後の研究課題
本論文では、電子自治体の現状とその課題を取り上げた。現段階で、重要なテーマに関する研

究成果を概観した。その中で、自治体クラウドが総務省を中心に最も重要視されていることが

わかった。自治体クラウドには、ベンダーロックインが発生するリスクがあることがわかった。

日本政府は、日本は最も電子政府化が進んでいると考えているが、実態は韓国や米国に比べ

て遅れをとっていることは確かである。国民共通番号制などの未整備によって電子政府の全体

最適化がとれないことが原因の一つだと考えられる。会計検査院による決算検査報告事項では

表 2 に示したように、毎年情報システムに関する問題が指摘されている 26)。アウトプット指標

として国の行政機関が扱う申請・届出等手続のオンライン化は達成しでも、アウトカム指標で

ある住民の利便性の向上につながっていない。目標として2010年までにオンライン利用率を50

始以上を目指していたが、実態はその数字に及んでいないことが、電子政府化が進んで、いない

証左であろう。

日本の情報化政策に関しては、経済産業省と総務省がお互いに主導権を握ろうとしている。

総務省は2010年 5 月に「新たな成長戦略ビジョンー原口ビジョン II--J を出した。この中でも

自治体のクラウドの推進が唱われている。一方、経済産業省も2010年 5 月に「情報経済革新戦

略 ~情報通信コストの劇的低減を前提とした複合新産業の創出と社会システム構造の改革

'"'-'J を出している。この中では自治体のユーザー(国民)主導のサービス設計を唱えているが、

自治体クラウドの推進は主張していない。自治体クラウドには多くのリスクがある。たとえプ

ライベートクラウドであっても導入には慎重でなければならない。自治体クラウドを監査する

仕組みも早急に整備する必要がある 27)。

現在、自治体クラウドを導入している自治体とその住民に聞き取りやアンケート調査を実施

し、自治体クラウドが住民満足度の向上に寄与するかどうか分析する必要がある。自治体クラ

26) 中野(2005)は IT 政策の問題点として、 (1)中央主導の IT 政策による競争の欠如、 (2)電子自治体の組織、
セキュリティ、地元利益への不明確な効果、 (3)地域情報化政策の不明確な効果を挙げている。
27) 自治体の情報セキュリティ監査を行う必要があるが、実際に実施している自治体は少ない。島田が
2005年に行った自治体の情報化進展調査では、内部監査が全体で26%、外部監査が全体の 10.0%で実施と
いう低い結果であった。
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ウドでもベンダーロックインが発生する可能性がある。ベンダーロックインが発生する要因を

分析する必要がある。また、過去に行われた自治体情報化ランキングは調査項目間で客観的な

重み付けが行われていない。包絡線分析等の手法を用いて効率性を考慮した客観的なランキン

グを求め、既存のランキングと比較し、より包括的な評価手法を開発する必要がある。

2011年11月の選挙で大阪都構想が信任された。大阪市民、大阪府民の民意に従って、積極的

に行政改革を進めていく必要がある。アウトカムである住民の満足度を上げるためには、住民

の信任した行政システムを導入する必要がある。そのためには業務改革に合わせた電子化の進

展が急務となる。自治体クラウド化はその回答の一つだと言えるであろう。市町村合併に関す

る研究結果等からも明らかなように、合併再編がかえって非効率をもたらす危険性がある。そ

れぞれの特別自治区の業務を縦割りではなく、クラウドシステムによって迅速に横に連携させ

れば大幅に住民サービスの改善を期待することはできる。また、韓国で導入されているような

使いやすい陳情や政策提案が行えるオンライン参加ポータノレを作る必要がある。ただし、電子

化も既存のベンダーの言いなりで導入すると効果を期待することはできない28)。
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